
 

 

 

 

第２３回 通常総代会資料（注記表および附属明細書） 

 

 

Ⅰ. 事業報告の附属明細書 

 

Ⅱ. 注記表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

２．会計上の見積りに関する注記 

３．貸借対照表に関する注記 

４．損益計算書に関する注記 

５．金融商品に関する注記 

６．有価証券に関する注記 

７．退職給付に関する注記 

８．税効果会計に関する注記 

９．収益認識に関する注記 

 

Ⅲ. 貸借対照表等の附属明細書 

 

 

 

 

ＪＡ兵庫みらい 

※法令および定款第 40条第 5項の規定に基づき、ホームページに掲載しています。 



（単位：千円）

（注）当期中の役員退職慰労金の支払額は次のとおりです。

千円

千円

千円

理 事

令和６年度　事業報告の附属明細書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

監　査　役

1．役員に対する報酬等

 区 　分 当 期 中 の 報 酬 等 支 払 額 総 代 会 で 定 め ら れ た 報 酬 等 限 度 額

役職名

 理 　事 71,895

 監 　事

75,000

17,548 18,000

委　　　　員

 合 　計 89,443 93,000

2．役員等の兼職等（当期末現在）

(株）兵庫みらいサービス 監　査　役

(株）兵庫みらいアグリサポート

常勤・非常勤
の別

常勤監事 常　勤 長尾　幸雄

兵庫県厚生農業協同組合連合会

   兵庫県本部運営委員会

監　　　　事

監　査　役

(株）兵庫ネクストファーム

取　締　役

(株）兵庫みらいサービス

(株）兵庫みらいアグリサポート

(株）兵庫みらいサービス

取　締　役

監 事 11,072

合 計 53,809

高橋　　秀
代表理事
組合長

常　勤 有

区        分

氏   名
代表権
の有無

兵庫酒米特別地域振興会

委　　　　員

代表取締役

取　締　役

42,737

代表取締役

全国農業協同組合連合会

   米穀農産事業委員会

全国共済農業協同組合連合会

(株）兵庫みらいアグリサポート

兼職先名又は
兼業事業名

兼職等先での役職名

加西酒米振興会 会　　　　長

(株）兵庫みらいアグリサポート 取　締　役

副   会   長

(株）兵庫みらいサービス

   兵庫県本部運営委員会

(株）兵庫ネクストファーム

取　締　役

代表理事
専務

常　勤 有 横山　尚平

常務理事 常　勤 無 志方　敏泰
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注   記   表  

 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記  

（ １ ） 次 に 掲 げ る も の の 評 価 基 準 お よ び 評 価 方 法  

① 有 価 証 券 （ 株 式 形 態 の 外 部 出 資 を 含 む ） の 評 価 基 準 お よ び 評 価 方 法  

ア ． 子 会 社 株 式 お よ び 関 連 会 社 株 式  

移 動 平 均 法 に よ る 原 価 法 に よ り 評 価 し て い ま す 。  

イ ． そ の 他 有 価 証 券  

・ 時 価 の あ る も の  

時 価 法（ 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 に よ り 処 理 し 、売 却 原 価 は 移 動 平 均 法  

に よ り 算 定 ） に よ り 評 価 し て い ま す 。  

・ 市 場 価 格 の な い 株 式 等  

移 動 平 均 法 に よ る 原 価 法 に よ り 評 価 し て い ま す 。              

 

② 棚 卸 資 産 の 評 価 基 準 お よ び 評 価 方 法  

 

棚卸資産の種類  評価方法  

 購買品 （単品 ・数量管理品 ）   総平均法による原価法  

 購買品 （売価管理品 ）   売価還元法による原 価法  

貸 借 対 照 表 価 額 は 収 益 性 の 低 下 に よ る 簿 価 切 下 げ の 方 法 に よ り 算 定 し て い ま

す 。  

 

（ ２ ） 固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法  

① 有 形 固 定 資 産  

定 率 法 を 採 用 し て い ま す 。た だ し 、平 成 1 0 年 ４ 年 １ 日 以 降 に 取 得 し た 建 物（ 建

物 附 属 設 備 は 除 く ）な ら び に 平 成 28 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 取 得 し た 建 物 附 属 設 備 お よ

び 構 築 物 に つ い て は 、 定 額 法 を 採 用 し て い ま す 。  

 

② 無 形 固 定 資 産  

定 額 法 を 採 用 し て い ま す 。  

 

（ ３ ） 引 当 金 の 計 上 基 準  

① 貸 倒 引 当 金  

貸 倒 引 当 金 は 、予 め 定 め て い る 資 産 査 定 規 程 、資 産 査 定 事 務 要 領 、経 理 規 程 お

よ び 資 産 の 償 却 ・ 引 当 基 準 に 則 り 、 次 の と お り 計 上 し て い ま す 。  

正 常 先 債 権 お よ び 要 注 意 先 債 権 （ 要 管 理 債 権 を 含 む ）に つ い て は 、主 と し て 今

後 １ 年 間 の 予 想 損 失 額 ま た は 今 後 ３ 年 間 の 予 想 損 失 額 を 見 込 ん で 計 上 し て お り 、

予 想 損 失 額 は 、１ 年 間 ま た は ３ 年 間 の 貸 倒 実 績 を 基 礎 と し た 貸 倒 実 績 率 の 過 去 の

一 定 期 間 に お け る 平 均 値 に 基 づ き 損 失 率 を 求 め 、こ れ に 将 来 見 込 み 等 の 必 要 な 修

正 を 加 え て 算 定 し て い ま す 。  

ま た 、現 在 は 経 営 破 綻 の 状 況 に な い が 、今 後 経 営 破 綻 に 陥 る 可 能 性 が 大 き い と

認 め ら れ る 債 務 者 （ 破 綻 懸 念 先 ）に 係 る 債 権 に つ い て は 、 債 権 額 か ら 担 保 の 処 分

可 能 見 込 額 お よ び 保 証 に よ る 回 収 可 能 見 込 額 を 控 除 し 、そ の 残 額 の う ち 、債 務 者

の 支 払 能 力 を 総 合 的 に 判 断 し て 必 要 と 認 め ら れ る 額 を 計 上 し て い ま す 。なお、破綻

懸念先に対する債権のうち債権 の元本の回収に係 るキャッシュ・フローを合理的に見積 るこ

とができる債 権 については、当 該 キャッシュ・フローと債 権 の帳 簿 価 額 から担 保 の処 分 可 能

見込額および保証による回収可能見込額を控除 した残額 との差額 を引 き当 てています。  

破 産 、特 別 清 算 等 法 的 に 経 営 破 綻 の 事 実 が 発 生 し て い る 債 務 者（ 破 綻 先 ）に 係

る 債 権 お よ び そ れ と 同 等 の 状 況 に あ る 債 務 者（ 実 質 破 綻 先 ）に 係 る 債 権 に つ い て

は 、債 権 額 か ら 担 保 の 処 分 可 能 見 込 額 お よ び 保 証 に よ る 回 収 可 能 見 込 額 を 控 除 し 、

そ の 残 額 を 計 上 し て い ま す 。  

す べ て の 債 権 は 、 資 産 査 定 規 程 お よ び 資 産 査 定 事 務 要 領 に 基 づ き 資 産 査 定 部 署

が 資 産 査 定 を 実 施 し 、 当 該 部 署 か ら 独 立 し た 内 部 監 査 部 署 が 査 定 結 果 を 監 査 し て

い ま す 。  
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② 賞 与 引 当 金  

職 員 に 対 し て 支 給 す る 賞 与 の 支 出 に 充 て る た め 、 支 給 見 込 額 の う ち 当 期 負 担 分

を 計 上 し て い ま す 。  

 

③ 退 職 給 付 引 当 金   

職 員 の 退 職 給 付 に 備 え る た め 、当 期 末 に お け る 退 職 給 付 債 務 に 基 づ き 計 上 し て

い ま す 。  

ア ． 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 帰 属 方 法  

退 職 給 付 債 務 の 算 定 に あ た り 、 退 職 給 付 見 込 額 を 当 期 ま で の 期 間 に 帰 属 さ せ

る 方 法 に つ い て は 、 期 間 定 額 基 準 に よ っ て い ま す 。  

イ ． 数 理 計 算 上 の 差 異 、 過 去 勤 務 費 用 の 費 用 処 理 方 法  

数 理 計 算 上 の 差 異 に つ い て は 、 各 事 業 年 度 の 発 生 時 に お け る 職 員 の 平 均 残 存

勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 （ 10年 ） に よ る 定 率 法 に よ り 計 算 し た 額 を 、 発 生 の

翌 事 業 年 度 か ら 費 用 処 理 す る こ と と し て い ま す 。  

過 去 勤 務 費 用 は 、そ の 発 生 時 の 職 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数（ ５

年 ） に よ る 定 額 法 に よ り 費 用 処 理 し て い ま す 。  

 

④ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金  

役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 給 に 備 え て ､役 員 退 職 慰 労 金 規 程 に 基 づ く 期 末 要 支 給 額

を 計 上 し て い ま す 。  

 

⑤ 特 例 業 務 負 担 金 引 当 金  

農林漁業団体職員共済組合に対 して支払 う特 例 業務 負担 金の支 出に充 てるため、当

期末における特例業務負担金の将来見込額に基づき計上 しています。  

 

（ ４ ） 収 益 お よ び 費 用 の 計 上 基 準  

【 収 益 認 識 関 連 】  

当組合の利用者等 との契約 から生 じる収益に関する主 要 な 事 業 に お け る 主 な 履 行 義

務 の 内 容 お よ び 収 益 を 認 識 す る 通 常 の 時 点 は 以 下 の と お り で す 。  

 

① 購 買 事 業  

農 業 生 産 に 必 要 な 資 材 と 生 活 に 必 要 な 物 資 を 共 同 購 入 し 、組 合 員 に 供 給 す る 事

業 で あ り 、当 組 合 は 利 用 者 等 と の 契 約 に 基 づ き 、購 買 品 を 引 き 渡 す 義 務 を 負 っ て

い ま す 。こ の 利 用 者 等 に 対 す る 履 行 義 務 は 、購 買 品 の 引 き 渡 し 時 点 で 充 足 す る こ

と か ら 、 当 該 時 点 で 収 益 を 認 識 し て い ま す 。  

 

② 販 売 事 業  

組 合 員 が 生 産 し た 農 畜 産 物 を 当 組 合 が 集 荷 し て 共 同 で 業 者 等 に 販 売 す る 事 業

で あ り 、当 組 合 は 利 用 者 等 と の 契 約 に 基 づ き 、販 売 品 を 引 き 渡 す 義 務 を 負 っ て い

ま す 。こ の 利 用 者 等 に 対 す る 履 行 義 務 は 、販 売 品 の 引 き 渡 し 時 点 で 充 足 す る こ と

か ら 、 当 該 時 点 で 収 益 を 認 識 し て い ま す 。  

 

③ 利 用 事 業  

カ ン ト リ ー エ レ ベ ー タ 一・ラ イ ス セ ン タ ー・育 苗 セ ン タ ー 等 の 施 設 を 設 置 し て 、

共 同 で 利 用 す る 事 業 で あ り 、当 組 合 は 利 用 者 等 と の 契 約 に 基 づ き 、役 務 提 供 す る

義 務 を 負 っ て い ま す 。こ の 利 用 者 等 に 対 す る 履 行 義 務 は 、各 種 施 設 の 利 用 が 完 了

し た 時 点 で 充 足 す る こ と か ら 、 当 該 時 点 で 収 益 を 認 識 し て い ま す 。  

 

（ ５ ） 消 費 税 お よ び 地 方 消 費 税 の 会 計 処 理 の 方 法  

消 費 税 お よ び 地 方 消 費 税 は 、 税 抜 方 式 に よ る 会 計 処 理 を お こ な っ て い ま す 。 た

だし、固 定資産に係 る控除対象外消費税等は「雑資産 」に計上 し、５年間で均等償却 して

います。  

 

（ ６ ） 計 算 書 類 等 に 記 載 し た 金 額 の 端 数 処 理 の 方 法  

記 載 金 額 は 、 千 円 未 満 を 切 り 捨 て て 表 示 し て お り 、 金 額 千 円 未 満 の 科 目 に つ い

て は 「 ０ 」 で 表 示 し て い ま す 。 ま た 、 金 額 の 全 く な い も の は 「 － 」 で 表 示 し て い

ま す 。  
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（ ７ ） そ の 他 計 算 書 類 等 の 作 成 の た め の 基 本 と な る 重 要 な 事 項  

【 事 業 別 収 益 ・ 事 業 別 費 用 の 内 部 取 引 の 処 理 方 法 に つ い て 】  

当 組 合 は 、事 業 別 の 収 益 お よ び 費 用 に つ い て 、事 業 間 取 引 を 相 殺 表 示 し て い ま

せ ん 。よ っ て 、事 業 別 の 収 益 お よ び 費 用 に つ い て は 、事 業 間 の 内 部 取 引 も 含 め て

表 示 し て い ま す 。  

た だ し 、損 益 計 算 書 の 事 業 収 益 、事 業 費 用 に つ い て は 、農 業 協 同 組 合 法 施 行 規

則 に 従 い 、 各 事 業 相 互 間 の 内 部 損 益 を 除 去 し た 額 を 記 載 し て い ま す 。  

 

【 当 組 合 が 代 理 人 と し て 関 与 す る 取 引 の 損 益 計 算 書 の 表 示 に つ い て 】  

購 買 事 業 収 益 の う ち 、当 組 合 が 代 理 人 と し て 購 買 品 の 供 給 に 関 与 し て い る 場 合

に は 、 純 額 で 収 益 を 認 識 し て 、購 買 手 数 料 と し て 表 示 し て い ま す 。 ま た 、販 売 事

業 収 益 の う ち 、当 組 合 が 代 理 人 と し て 販 売 品 の 販 売 に 関 与 し て い る 場 合 に は 、純

額 で 収 益 を 認 識 し て 、販 売 手 数 料 と し て 表 示 し て い ま す 。 ま た 、受 託 農 作 業 事 業

収 益 の う ち 、当 組 合 が 代 理 人 と し て 実 施 に 関 与 し て い る 農 作 業 受 委 託 に つ い て は 、

手 数 料 相 当 額 の 純 額 で 収 益 を 認 識 し て 、受 託 農 作 業 事 業 収 益 と し て 表 示 し て い ま

す 。  

 

２．会計上の見積りに関する注記  

（１）繰延税金資産の回収可能性  

① 当 事 業 年 度 の 計 算 書 類 に 計 上 し た 金 額  繰 延 税 金 資 産  534 ,450 千 円 （ 繰 延 税 金

負 債 と の 相 殺 前 ）  

 

② 会 計 上 の 見 積 り の 内 容 に 関 す る 理 解 に 資 す る 情 報  

繰 延 税 金 資 産 の 計 上 は 、将 来 減 算 一 時 差 異 を 利 用 可 能 な 課 税 所 得 の 見 積 額 を 限

度 と し て お こ な っ て い ま す 。  

課 税 所 得 の 見 積 額 に つ い て は 、令 和 ４ 年 ３ 月 に 作 成 し た 中 期 経 営 計 画 等 を 勘 案

し 、当 組 合 が 将 来 獲 得 可 能 な 課 税 所 得 の 時 期 お よ び 金 額 を 合 理 的 に 見 積 っ て い ま

す 。  

し か し 、こ れ ら の 見 積 り は 将 来 の 不 確 実 な 経 営 環 境 お よ び 組 合 の 経 営 状 況 の 影

響 を 受 け る 可 能 性 が あ り 、実 際 に 課 税 所 得 が 生 じ た 時 期 お よ び 金 額 が 見 積 り と 異

な っ た 場 合 に は 、翌 事 業 年 度 以 降 の 計 算 書 類 に お い て 認 識 す る 繰 延 税 金 資 産 の 金

額 に 重 要 な 影 響 を 与 え る 可 能 性 が あ り ま す 。  

ま た 、税 制 改 正 に よ り 、実 効 税 率 が 変 更 さ れ た 場 合 に は 、 翌 事 業 年 度 以 降 の 計

算 書 類 に お い て 認 識 す る 繰 延 税 金 資 産 の 金 額 に 重 要 な 影 響 を 与 え る 可 能 性 が あ

り ま す 。  

 
（２）固定資産の減損  

① 当 事 業 年 度 の 計 算 書 類 に 計 上 し た 金 額  減 損 損 失  1,275 千 円  

 
② 会 計 上 の 見 積 り の 内 容 に 関 す る 理 解 に 資 す る 情 報  

資 産 グ ル ー プ に 減 損 の 兆 候 が 存 在 す る 場 合 に は 、当 該 資 産 グ ル ー プ の 割 引 前 将

来 キ ャ ッ シ ュ ・フ ロ ー と 帳 簿 価 額 を 比 較 す る こ と に よ り 、当 該 資 産 グ ル ー プ に つ

い て の 減 損 の 要 否 の 判 定 を 実 施 し て い ま す 。  

減 損 の 要 否 の 判 定 単 位 は 、他 の 資 産 ま た は 資 産 グ ル ー プ の キ ャ ッ シ ュ ・ イ ン フ

ロ ー か ら 概 ね 独 立 し た キ ャ ッ シ ュ・イ ン フ ロ ー を 生 成 さ せ る も の と し て 識 別 さ れ

る 資 産 グ ル ー プ を 最 小 単 位 と し て い ま す 。  

固 定 資 産 の 減 損 の 要 否 の 判 定 に お け る 将 来 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー に つ い て は 、 収

支 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 勘 案 し て 算 出 し て お り 、収 支 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 期 間 終 了

後 の 将 来 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー や 、割 引 率 等 に つ い て は 、一 定 の 仮 定 を 設 定 し て 算

出 し て い ま す 。  

こ れ ら の 仮 定 は 将 来 の 不 確 実 な 経 営 環 境 及 び 組 合 の 経 営 状 況 の 影 響 を 受 け 、翌

事 業 年 度 以 降 の 計 算 書 類 に 重 要 な 影 響 を 与 え る 可 能 性 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 
4



（３）貸倒引当金  

① 当 事 業 年 度 の 計 算 書 類 に 計 上 し た 金 額  貸 倒 引 当 金  269,287 千 円  

 

② 会 計 上 の 見 積 り の 内 容 に 関 す る 理 解 に 資 す る 情 報  

ア ． 算 定 方 法  

「 １ ．重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 す る 注 記 」の「（ ３ ）引 当 金 の 計 上 基 準 」

の 「 貸 倒 引 当 金 」 に 記 載 し て い ま す 。  

イ ． 主 要 な 仮 定  

主 要 な 仮 定 は 、「 債 務 者 区 分 の 判 定 に お け る 貸 出 先 の 将 来 の 業 績 見 通 し 」で す 。

「 債 務 者 区 分 の 判 定 に お け る 貸 出 先 の 将 来 の 業 績 見 通 し 」 は 、 各 債 務 者 の 収 益

獲 得 能 力 を 個 別 に 評 価 し 、 設 定 し て い ま す 。  

ウ ． 翌 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 に 与 え る 影 響  

個 別 貸 出 先 の 業 績 変 化 等 に よ り 、 当 初 の 見 積 り に 用 い た 仮 定 が 変 化 し た 場 合

は 、 翌 事 業 年 度 に 係 る 計 算 書 類 に お け る 貸 倒 引 当 金 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼ す 可 能

性 が あ り ま す 。  

 

３．貸借対照表に関する注記  

【 資 産 に 係 る 圧 縮 記 帳 額 を 直 接 控 除 し た 場 合 に お け る 各 資 産 の 資 産 項 目 別 の 圧 縮 記

帳 額 】  

（ １ ） 資 産 に 係 る 圧 縮 記 帳 額 の 直 接 控 除 額 は 次 の と お り で す 。  

                       （単 位 ：千円 ）  

項    目  金    額  

   建物  302 ,6 31  

   構築物  1 5 ,01 1  

   機械装置  355 ,2 72  

   その他の有形固定資産  6 ,846  

合    計  679 ,7 61  

（ 注 ）平 成 14 年 ４ 月 １ 日 以 降 に お け る 固 定 資 産 の 補 助 金 等 の 圧 縮 額 の 累 計 を 計 上

し て い ま す 。  

 

【 担 保 に 供 し た 資 産 等 】  

（ ２ ） 為 替 決 済 等 の 担 保 と し て 、 定 期 預 金 4,232,000 千 円 を 差 し 入 れ て い ま す 。  

当 座 貸 越 の 担 保 と し て 、 定 期 預 金 650,000 千 円 を 差 し 入 れ て い ま す 。  

指 定 金 融 機 関 お よ び 収 納 事 務 取 扱 等 の 担 保 と し て 、定 期 預 金 200 千 円 を 差 し 入  

れ て い ま す 。  

 

【 子 会 社 等 に 対 す る 金 銭 債 権 ・ 債 務 の 総 額 】  

（ ３ ） 子 会 社 等 に 対 す る 金 銭 債 権 の 総 額           561千 円  

子 会 社 等 に 対 す る 金 銭 債 務 の 総 額    320,714千 円  

 

【 債 権 の う ち 農 業 協 同 組 合 法 施 行 規 則 第 204条 第 １ 項 第 １ 号 ホ（ ２ ）（ ⅰ ）か ら（ ⅳ ）

ま で に 掲 げ る も の の 額 お よ び そ の 合 計 額 】  

（ ４ ）破 産 更 生 債 権 お よ び こ れ ら に 準 ず る 債 権 、危 険 債 権 、三 月 以 上 延 滞 債 権 お よ び

貸 出 条 件 緩 和 債 権 の 額 は 、 次 の と お り で す 。  

（単 位 ：千円 ）  

 

（ 注 ） １ ． 破 産 更 生 債 権 お よ び こ れ ら に 準 ず る 債 権 (1)  

破 産 手 続 開 始 、 更 生 手 続 開 始 、 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て 等 の 事 由 に よ り 経  

営 破 綻 に 陥 っ て い る 債 務 者 に 対 す る 債 権 お よ び こ れ ら に 準 ず る 債 権 で す 。  

 

項    目  金    額  

破 産 更 生 債 権 およびこれらに準 ずる債 権  2 1 0 , 8 6 9  

危 険 債 権  1 3 0 , 1 3 4  

三 月 以 上 延 滞 債 権  ―  

貸 出 条 件 緩 和 債 権  ―  

合    計  3 4 1 , 0 0 3  
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２ ． 危 険 債 権 (2)  

債 務 者 が 経 営 破 綻 の 状 態 に は 至 っ て い な い も の の 、財 政 状 態 お よ び 経 営 成

績 が 悪 化 し 、契 約 に 従 っ た 債 権 の 元 本 の 回 収 お よ び 利 息 の 受 取 り が で き な い

可 能 性 の 高 い 債 権 ((1)に 掲 げ る も の を 除 く 。 )で す 。  

３ ． 三 月 以 上 延 滞 債 権 (3)  

元 本 ま た は 利 息 の 支 払 が 約 定 支 払 日 の 翌 日 か ら 三 月 以 上 遅 延 し て い る 貸

出 金 （ (1)お よ び (2)に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） で す 。  

４ ． 貸 出 条 件 緩 和 債 権  

債 務 者 の 経 営 再 建 ま た は 支 援 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、金 利 の 減 免 、利 息

の 支 払 猶 予 、元 本 の 返 済 猶 予 、債 権 放 棄 そ の 他 の 債 務 者 に 有 利 と な る 取 り 決

め を お こ な っ た 貸 出 金 （ (1)､(2)お よ び (3)に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） で す 。  

５ ． 上 記 に 掲 げ た 額 に つ い て は 、 貸 倒 引 当 金 控 除 前 の 金 額 で す 。  

 

４．損益計算書に関する注記  

【 子 会 社 等 と の 取 引 高 】  

（ １ ） 子 会 社 等 と の 取 引 に よ る 収 益 総 額   32,208千 円  

う ち 事 業 取 引 高         15,009千 円  

う ち 事 業 取 引 以 外 の 取 引 高    17,198千 円  

 

（ ２ ） 子 会 社 等 と の 取 引 に よ る 費 用 総 額   13,849千 円  

う ち 事 業 取 引 高          4,616千 円  

う ち 事 業 取 引 以 外 の 取 引 高        9,232千 円  

 

【 減 損 損 失 】  

（ ３ ） 減 損 損 失 に 関 す る 注 記  

① グ ル ー ピ ン グ の 方 法 と 共 用 資 産 の 概 要  

当 組 合 で は 、 投 資 の 意 思 決 定 を 行 う 単 位 と し て グ ル ー ピ ン グ を 実 施 し た 結 果 、

支 店 に つ い て は 、場 所 別 の 管 理 会 計 に よ り 収 支 を 把 握 し て い る こ と か ら 、単 独 の

単 位 と し て い ま す 。  

農 業 関 連 施 設 と 営 農 生 活 セ ン タ ー は 、各 地 区 の 一 般 資 産 の キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

の 生 成 に 寄 与 し て い る と 考 え ら れ る た め 、 地 区 ご と の 共 用 資 産 と し て い ま す 。  

本 店 は Ｊ Ａ 全 体 の キ ャ ッ シ ュ・フ ロ ー の 生 成 に 寄 与 し て い る と 考 え ら れ る た め 、

全 体 共 用 資 産 と し て い ま す 。  

賃 貸 資 産 お よ び 不 稼 働 資 産 に つ い て は 、 個 別 物 件 単 位 と し て い ま す 。  

 

② 減 損 損 失 を 計 上 し た 資 産 の 概 要 と 減 損 損 失 の 内 訳  

場   所  用   途  種   類  金   額（  内  訳  ） 

旧 西 在 田 支 店  

倉 庫 他  

（ 加 西 市 下 道 山 町 ） 

賃 貸 資 産  
建 物  

土 地  

1,275千 円   

(建 物    171千 円 )  

(土 地  1,104千 円 )  

 

③ 減 損 損 失 の 認 識 に 至 っ た 経 緯  

上 記 賃 貸 資 産 の 土 地 を 一 部 売 却 し た こ と に 伴 い 、正 味 売 却 価 額 が 下 落 し た た め 、

簿 価 と の 差 額 を 減 損 損 失 と し て 認 識 し ま し た 。  

 

④ 回 収 可 能 価 額 の 算 定 方 法 等  

上 記 資 産 の 固 定 資 産 の 回 収 可 能 価 額 に つ い て は 、正 味 売 却 価 額 を 採 用 し て お り 、

そ の 時 価 は 固 定 資 産 税 評 価 額 に 基 づ い て 算 定 し て い ま す 。  

 

５．金融商品に関する注記  

＜ 金 融 商 品 の 状 況 に 関 す る 事 項 ＞  

（ １ ） 金 融 商 品 に 対 す る 取 組 方 針  

当 組 合 は 組 合 員 等 か ら 預 か っ た 貯 金 を 原 資 に 、 組 合 員 や 地 域 内 の 事 業 者 等 へ 貸

付 け を お こ な い 、ま た 余 裕 金 を 兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 へ 預 け て い る ほ か 、

国 債 や 社 債 な ど の 有 価 証 券 に よ る 運 用 を お こ な っ て い ま す 。  
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（ ２ ） 金 融 商 品 の 内 容 お よ び そ の リ ス ク  

当 組 合 が 保 有 す る 金 融 資 産 は 、 主 と し て 当 組 合 管 内 の 組 合 員 等 に 対 す る 貸 出 金

お よ び 有 価 証 券 で あ り 、 貸 出 金 は 、 契 約 不 履 行 に よ っ て も た ら さ れ る 信 用 リ ス ク

が あ り ま す 。  

ま た 、 有 価 証 券 は 、 主 に 債 券 で あ り 、 純 投 資 目 的 (そ の 他 有 価 証 券 )で 保 有 し て

い ま す 。 こ れ ら は 発 行 体 の 信 用 リ ス ク 、 金 利 の 変 動 リ ス ク お よ び 市 場 価 格 の 変 動

リ ス ク が あ り ま す 。  

 

（ ３ ） 金 融 商 品 に 係 る リ ス ク 管 理 体 制  

① 信 用 リ ス ク の 管 理  

当 組 合 は 、 個 別 の 重 要 案 件 ま た は 大 口 案 件 に つ い て は 理 事 会 に お い て 対 応 方 針

を 決 定 し て い ま す 。 ま た 、 通 常 の 貸 出 取 引 に つ い て は 、 本 店 に リ ス ク 管 理 部 審 査

課 を 設 置 し 各 支 店 と の 連 携 を 図 り な が ら 、 与 信 審 査 を お こ な っ て い ま す 。 審 査 に

あ た っ て は 、 取 引 先 の キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー な ど に よ り 償 還 能 力 の 評 価 を お こ な う

と と も に 、 担 保 評 価 基 準 な ど 厳 格 な 審 査 基 準 を 設 け て 、 与 信 判 定 を お こ な っ て い

ま す 。 貸 出 取 引 に お い て 資 産 の 健 全 性 の 維 持 ・ 向 上 を 図 る た め 、 資 産 の 自 己 査 定

を 厳 正 に お こ な っ て い ま す 。不 良 債 権 に つ い て は 管 理・回 収 方 針 を 作 成・実 践 し 、

資 産 の 健 全 化 に 取 り 組 ん で い ま す 。 ま た 、 資 産 自 己 査 定 の 結 果 、 貸 倒 引 当 金 に つ

い て は 「 資 産 の 償 却 ・ 引 当 基 準 」 に 基 づ き 必 要 額 を 計 上 し 、 資 産 お よ び 財 務 の 健

全 化 に 努 め て い ま す 。  

 

② 市 場 リ ス ク の 管 理  

当 組 合 で は 、 金 利 リ ス ク 、 価 格 変 動 リ ス ク な ど の 市 場 性 リ ス ク を 的 確 に コ ン ト

ロ ー ル す る こ と に よ り 、 財 務 の 安 定 化 を 図 っ て い ま す 。 こ の た め 、 財 務 の 健 全 性

維 持 と 収 益 力 強 化 と の バ ラ ン ス を 重 視 し た Ａ Ｌ Ｍ を 基 本 に 、 資 産 ・ 負 債 の 金 利 感

応 度 分 析 な ど を 実 施 し 、 金 融 情 勢 の 変 化 に 機 敏 に 対 応 で き る 柔 軟 な 財 務 構 造 の 構

築 に 努 め て い ま す 。  

と り わ け 、 有 価 証 券 運 用 に つ い て は 、 市 場 動 向 や 経 済 見 通 し な ど の 投 資 環 境 分

析 お よ び 当 組 合 の 保 有 有 価 証 券 ポ ー ト フ ォ リ オ の 状 況 や Ａ Ｌ Ｍ な ど を 考 慮 し 、 理

事 会 に お い て 運 用 方 針 を 定 め る と と も に 、 経 営 層 で 構 成 す る Ａ Ｌ Ｍ 委 員 会 を 定 期

的 に 開 催 し て 、 日 常 的 な 情 報 交 換 お よ び 意 思 決 定 を お こ な っ て い ま す 。 運 用 部 門

は 、 理 事 会 で 決 定 し た 運 用 方 針 お よ び Ａ Ｌ Ｍ 委 員 会 で 決 定 さ れ た 方 針 な ど に 基 づ

き 、 有 価 証 券 の 売 買 や リ ス ク ヘ ッ ジ を お こ な っ て い ま す 。 運 用 部 門 が お こ な っ た

取 引 に つ い て は リ ス ク 管 理 部 門 が 適 切 な 執 行 を お こ な っ て い る か ど う か チ ェ ッ ク

し 、 定 期 的 に リ ス ク 量 の 測 定 を お こ な い 経 営 層 に 報 告 し て い ま す 。  

 

市 場 リ ス ク に 係 る 定 量 的 情 報 （ ト レ ー デ ィ ン グ 目 的 以 外 の 金 融 商 品 ）  

当 組 合 で 保 有 し て い る 金 融 商 品 は す べ て ト レ ー デ ィ ン グ 目 的 以 外 の 金 融 商 品

で す 。 当 組 合 に お い て 、 主 要 な リ ス ク 変 数 で あ る 金 利 リ ス ク の 影 響 を 受 け る 主

た る 金 融 商 品 は 、 預 金 、 貸 出 金 、 有 価 証 券 の う ち そ の 他 有 価 証 券 に 分 類 し て い

る 債 券 お よ び 貯 金 で す 。  

当 組 合 で は 、 こ れ ら の 金 融 資 産 お よ び 金 融 負 債 に つ い て 、 期 末 後 １ 年 程 度 の

金 利 の 合 理 的 な 予 想 変 動 幅 を 用 い た 経 済 価 値 の 変 動 額 を 、 金 利 の 変 動 リ ス ク の

管 理 に あ た っ て の 定 量 的 分 析 に 利 用 し て い ま す 。  

金 利 以 外 の す べ て の リ ス ク 変 数 が 一 定 で あ る と 仮 定 し 、 当 期 末 現 在 、 指 標 と

な る 金 利 が 0.51%下 落 し た も の と 想 定 し た 場 合 に は 、経 済 価 値 が 395 , 0 03 千 円 減

少 す る も の と 把 握 し て い ま す 。  

当 該 変 動 額 は 、 金 利 を 除 く リ ス ク 変 数 が 一 定 の 場 合 を 前 提 と し て お り 、 金 利

と そ の 他 の リ ス ク 変 数 の 相 関 を 考 慮 し て い ま せ ん 。  

ま た 、 金 利 の 合 理 的 な 予 想 変 動 幅 を 超 え る 変 動 が 生 じ た 場 合 に は 、 算 定 額 を

超 え る 影 響 が 生 じ る 可 能 性 が あ り ま す 。  

な お 、 経 済 価 値 変 動 額 の 計 算 に お い て 、 分 割 実 行 案 件 に か か る 未 実 行 金 額 に

つ い て も 含 め て 計 算 し て い ま す 。  

 

③ 資 金 調 達 に 係 る 流 動 性 リ ス ク の 管 理  

当 組 合 で は 、資 金 繰 り リ ス ク に つ い て は 、運 用 ・ 調 達 に つ い て 月 次 の 資 金 計 画

を 作 成 し 、 安 定 的 な 流 動 性 の 確 保 に 努 め て い ま す 。 ま た 、 市 場 流 動 性 リ ス ク に つ
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い て は 、投 資 判 断 を お こ な う う え で の 重 要 な 要 素 と 位 置 付 け 、商 品 ご と に 異 な る

流 動 性（ 換 金 性 ） を 把 握 し た う え で 、 運 用 方 針 な ど の 策 定 の 際 に 検 討 を お こ な っ

て い ま す 。  

 

（ ４ ） 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 す る 事 項 に つ い て の 補 足 説 明  

金 融 商 品 の 時 価 （ 時 価 に 代 わ る も の を 含 む ） に は 、 市 場 価 格 に 基 づ く 価 額 の ほ

か 、市 場 価 格 が な い 場 合 に は 合 理 的 に 算 定 さ れ た 価 額（ こ れ に 準 ず る 価 額 を 含 む ）

が 含 ま れ て い ま す 。 当 該 価 額 の 算 定 に お い て は 一 定 の 前 提 条 件 等 を 採 用 し て い る

た め 、 異 な る 前 提 条 件 等 に よ っ た 場 合 、 当 該 価 額 が 異 な る こ と も あ り ま す 。  

 

＜ 金 融 商 品 の 時 価 等 に 関 す る 事 項 ＞  

（ １ ） 金 融 商 品 の 貸 借 対 照 表 計 上 額 お よ び 時 価 等  

当 期 末 に お け る 貸 借 対 照 表 計 上 額 、時 価 お よ び こ れ ら の 差 額 は 、次 の と お り で す 。

な お 、 市 場 価 格 の な い 株 式 等 は 、 次 表 に は 含 め て い ま せ ん 。  

 （単 位 ：千円 ）  

種   類  貸借対照表計上額  時   価  差   額  

 預金  

 有価証券  

  その他有価証券  

 貸出金  

  貸倒引当金 (＊1 )  

  貸倒引当金控除後  

351 ,3 65 ,994  

 

2 ,795 ,2 40  

52 ,42 7 , 050  

△255 ,53 6  

52 ,17 1 , 513  

350 ,6 79 ,280  

 

2 ,795 ,2 40  

 

 

52 ,04 9 , 947  

△686 ,71 3  

 

―  

 

 

△121 ,56 6  

資   産   計  406 ,3 32 ,747  405 ,5 24 ,467  △808 ,27 9  

 貯金  409 ,0 57 ,477  408 ,3 61 ,011  △696 ,46 6  

負   債   計  409 ,0 57 ,477  408 ,3 61 ,011  △696 ,46 6  

(＊1 )  貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金です。  

 

（ ２ ） 金 融 商 品 の 時 価 の 算 定 に 用 い た 評 価 技 法 の 説 明  

【 資 産 】  

① 預 金  

満 期 の な い 預 金 に つ い て は 、 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似 し て い る こ と か ら 、 当 該

帳 簿 価 額 に よ っ て い ま す 。 満 期 の あ る 預 金 に つ い て は 、 期 間 に 基 づ く 区 分 ご と

に 、 リ ス ク フ リ ー レ ー ト で あ る 翌 日 物 金 利 ス ワ ッ プ （ Overnight Index Swap。

以 下 「 OIS」 と い う 。） の レ ー ト で 割 り 引 い た 現 在 価 値 を 時 価 に 代 わ る 金 額 と し

て 算 定 し て い ま す 。  

 

② 有 価 証 券  

国 債 に つ い て は 、 活 発 な 市 場 に お け る 無 調 整 の 相 場 価 格 を 利 用 し て い ま す 。

社 債 に つ い て は 、 公 表 さ れ た 相 場 価 格 を 用 い て い ま す 。  

 
③ 貸 出 金  

貸 出 金 の う ち 、 変 動 金 利 に よ る も の は 、 短 期 間 で 市 場 金 利 を 反 映 す る た め 、

貸 出 先 の 信 用 状 態 が 実 行 後 大 き く 異 な っ て い な い 限 り 、 時 価 は 帳 簿 価 額 と 近 似

し て い る こ と か ら 当 該 帳 簿 価 額 に よ っ て い ま す 。  

一 方 、固 定 金 利 に よ る も の は 、貸 出 金 の 種 類 お よ び 期 間 に 基 づ く 区 分 ご と に 、

元 利 金 の 合 計 額 を リ ス ク フ リ ー レ ー ト で あ る OIS の レ ー ト で 割 り 引 い た 額 か ら

貸 倒 引 当 金 を 控 除 し て 時 価 に 代 わ る 金 額 と し て 算 定 し て い ま す 。  

な お 、 分 割 実 行 案 件 で 未 実 行 額 が あ る 場 合 に は 、 未 実 行 額 も 含 め た 元 利 金 の

合 計 額 を リ ス ク フ リ ー レ ー ト で あ る OIS の レ ー ト で 割 り 引 い た 額 に 、 帳 簿 価 額

に 未 実 行 額 を 加 え た 額 に 対 す る 帳 簿 価 額 の 割 合 を 乗 じ 、 貸 倒 引 当 金 を 控 除 し た

額 を 時 価 に 代 わ る 金 額 と し て 算 定 し て い ま す 。  

ま た 、 延 滞 債 権 ・ 期 限 の 利 益 を 喪 失 し た 債 権 等 に つ い て 、 帳 簿 価 額 か ら 貸 倒

引 当 金 を 控 除 し た 額 を 時 価 に 代 わ る 金 額 と し て い ま す 。  
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【 負 債 】  

①  貯 金  

要 求 払 貯 金 に つ い て は 、 決 算 日 に 要 求 さ れ た 場 合 の 支 払 額 (帳 簿 価 額 )を 時 価

と み な し て い ま す 。 ま た 、 定 期 性 貯 金 に つ い て は 、 期 間 に 基 づ く 区 分 ご と に 、

将 来 の キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー を リ ス ク フ リ ー レ ー ト で あ る OIS の レ ー ト で 割 り 引

い た 現 在 価 値 を 時 価 に 代 わ る 金 額 と し て 算 定 し て い ま す 。  

 

（ ３ ） 市 場 価 格 の な い 株 式 等  

市 場 価 格 の な い 株 式 等 は 次 の と お り で あ り 、こ れ ら は（ １ ）の 金 融 商 品 の 時 価 情

報 に は 含 ま れ て い ま せ ん 。  

（単 位 ：千円 ）  

種   類  貸 借 対 照 表 計 上 額  

外 部 出 資  2 3 , 9 5 9 , 6 1 0  

 

（ ４ ） 金 銭 債 権 お よ び 満 期 の あ る 有 価 証 券 の 決 算 日 後 の 償 還 予 定 額  

（単 位 ：千円 ）  

種   類  1 年以内  
1 年超  

2 年以内  

2 年超  

3 年以内  

3 年超  

4 年以内  

4 年超  

5 年以内  
5 年超  

預 金  351,365,994  ― ― ― ― ―  

その他有価証券のうち

満期があるもの  

 

300,000 

 

 

100,000 

 

 

300,000 

 

 

200,000 

 

 

100,000 

 

 

2,200,000  

 

貸 出 金 (＊1,2,3)  3,954,478 3,114,201 2,947,060 2,774,030 2,592,563 36,824,441 

合   計  355,620,472 3,214,201 3,247,060 2,974,030 2,692,563 39,024,441 

（ ＊ 1）貸 出 金 の う ち 、当 座 貸 越 470 ,884 千 円 に つ い て は「 1 年 以 内 」に 含 め て い
ま す 。 ま た 、 期 限 の な い 場 合 は 「 5 年 超 」 に 含 め て い ま す 。  

（ ＊ 2）貸 出 金 の う ち 、三 月 以 上 の 延 滞 が 生 じ て い る 債 権・期 限 の 利 益 を 喪 失 し た
債 権 等 214,534 千 円 は 償 還 の 予 定 が 見 込 ま れ な い た め 、 含 め て い ま せ ん 。  

（ ＊ 3）貸 出 金 の 分 割 実 行 案 件 の う ち 、貸 付 決 定 金 額 の 一 部 実 行 案 件 5,740 千 円 は
償 還 日 が 特 定 で き な い た め 、 含 め て い ま せ ん 。  

 

（ ５ ） 有 利 子 負 債 の 決 算 日 後 の 返 済 予 定 額  

（単 位 ：千円 ）  

種   類  1 年以内  
1 年超  

2 年以内  

2 年超  

3 年以内  

3 年超  

4 年以内  

4 年超  

5 年以内  
5 年超  

 貯金 (＊ )  399,306,244 3,132,382 5,515,241 344,063 457,844 301,700 

（ ＊ ） 貯 金 の う ち 、 要 求 払 貯 金 に つ い て は 「 1 年 以 内 」 に 含 め て い ま す 。  

 
６．有価証券に関する注記  
（ １ ） 有 価 証 券 の 時 価 お よ び 評 価 差 額 に 関 す る 事 項  

① そ の 他 有 価 証 券  

そ の 他 有 価 証 券 に お い て 、 種 類 ご と の 取 得 原 価 ま た は 償 却 原 価 、 貸 借 対 照 表 計
上 額 お よ び こ れ ら の 差 額 に つ い て は 、 次 の と お り で す 。  

（単 位 ：千円 ）  

種   類  取得原価または償却原価 貸借対照表計上額  評価差額  

貸借対照表計上

額 が取得原価ま

たは償却原価を

超えないもの  

 国債  493,594 428,700 △64,894 

 社債  2,699,238 2,366,540 △332,698 

 小  計  3,192,833 2,795,240 △397,593 

合    計  3,192,833 2,795,240 △397,593 
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７．退職給付に関する注記  

（ １ ） 採 用 し て い る 退 職 給 付 制 度  

職 員 の 退 職 給 付 に 充 て る た め 、退 職 給 与 規 程 に 基 づ く 退 職 一 時 金 制 度 に 加 え て 、

一 般 財 団 法 人 全 国 農 林 漁 業 団 体 共 済 会 と の 契 約 に よ る 農 林 漁 業 団 体 職 員 退 職 給

付 金 制 度 を 採 用 し て い ま す 。 農 林 漁 業 団 体 職 員 退 職 給 付 金 制 度 の 積 立 額 は

1,274,669 千 円 で す 。  

 

（ ２ ） 退 職 給 付 債 務 の 期 首 残 高 と 期 末 残 高 の 調 整 表  

（単 位 ：千円 ）  

項    目  金    額  

①期 首 における退 職 給 付 債 務  1 , 1 4 5 , 2 6 7  

②勤 務 費 用  3 1 , 1 9 6  

③利 息 費 用  －  

④数 理 計 算 上 の差 異 の発 生 額  △ 3 6 6 , 4 7 7  

⑤退 職 給 付 の支 払 額  △ 1 6 , 6 5 8  

⑥期 末 における退 職 給 付 債 務 （①＋②＋③＋④＋⑤）  7 9 3 , 3 2 8  

 

（ ３ ） 退 職 給 付 債 務 と 貸 借 対 照 表 に 計 上 さ れ た 退 職 給 付 引 当 金 の 調 整 表  

（単 位 ：千円 ）  

項    目  金    額  

①退 職 給 付 債 務  7 9 3 , 3 2 8  

②未 積 立 退 職 給 付 債 務 （①）  7 9 3 , 3 2 8  

③未 認 識 過 去 勤 務 費 用  －  

④未 認 識 数 理 計 算 上 の差 異  4 6 7 , 7 4 1  

⑤貸 借 対 照 表 計 上 額 純 額 （②＋③＋④）  1 , 2 6 1 , 0 6 9  

退 職 給 付 引 当 金  1 , 2 6 1 , 0 6 9  

（ 注 ）農 林 漁 業 団 体 職 員 退 職 給 付 金 制 度 の 積 立 額 は 退 職 給 付 債 務 か ら 控 除 し て い

ま す 。  

 

（ ４ ） 退 職 給 付 費 用 お よ び そ の 内 訳 項 目 の 金 額  

                             （単 位 ：千円 ）  

項    目  金    額  

①勤 務 費 用  3 1 , 1 9 6  

②利 息 費 用  －  

③数 理 計 算 上 の差 異 の費 用 処 理 額  △ 2 6 , 2 7 2  

④過 去 勤 務 費 用 の費 用 処 理 額  －  

合  計 （①＋②＋③＋④）  4 , 9 2 3  

（ 注 ）農 林 漁 業 団 体 職 員 退 職 給 付 金 制 度 へ の 拠 出 金 79,542千 円 は「 厚 生 費 」で 処

理 し て い ま す 。  
 

（ ５ ） 割 引 率 そ の 他 の 数 理 計 算 上 の 計 算 基 礎 に 関 す る 事 項  

項    目  比  率  等  

①割 引 率  1 . 5 8％  

②数 理 計 算 上 の差 異 の処 理 年 数  1 0 年  

③過 去 勤 務 費 用 の処 理 年 数  5 年  

 

（ ６ ） 特 例 業 務 負 担 金 の 将 来 見 込 額  

人 件 費 の う ち 福 利 厚 生 費 に は 、 厚 生 年 金 保 険 制 度 お よ び 農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済

組 合 制 度 の 統 合 を 図 る た め の 農 林 漁 業 団 体 職 員 共 済 組 合 法 等 を 廃 止 す る 等 の 法 律

附 則 第 57条 に 基 づ き 、 旧 農 林 共 済 組 合 （ 存 続 組 合 ） が お こ な う 特 例 年 金 等 の 業 務

に 要 す る 費 用 に 充 て る た め 拠 出 し た 特 例 業 務 負 担 金 24 ,730千 円 を 含 め て 計 上 し て

い ま す 。  

な お 、 同 組 合 よ り 示 さ れ た 令 和 ７ 年 ３ 月 現 在 に お け る 令 和 1 4年 ３ 月 ま で の 特 例

業 務 負 担 金 の 将 来 見 込 額 は 、 178,500千 円 と な っ て い ま す 。  
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８．税効果会計に関する注記  

（ １ ）繰 延 税 金 資 産 お よ び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 原 因 別 の 主 な 内 訳 等 は 次 の と お り で す 。 

                                （単 位 ：千円 ）  

主  な  内  訳  当  期  末  

繰  

延  

税  

金  

資  

産  

 個別貸倒引当金繰入超過額  31 ,76 3  

 役員退職慰労引当金  6 ,435  

 賞与引当金  60 ,23 6  

 退職給付引当金  360 ,1 17  

 特例業務負担金引当金  49 ,66 3  

 土地減損損失  19 ,36 1  

 減価償却超過額  9 ,854  

 その他有価証券評価差額金  113 ,7 11  

 その他  89 ,26 1  

小   計  740 ,4 06  

 評価性引当額  △205 ,95 5  

合   計  534 ,4 50  

繰延  

税金  

負債  

 資産除去債務に対応して計上した固定資産  △98  

 未払消費税 △1 ,462  

合   計  △1 ,561  

 繰延税金資産の純額  532 ,8 88  

 

（ ２ ）法定実効税率  

                                 （単 位 ：％）  

項     目  当  期  末  

 法定実効税率          27 .89  

調 

整 

 交際費等永久に損金に算入 されない項目  0 .44  

 受取配当金等永久に益金に算入 されない項目  △3 .93  

 住民税均等割  0 .55  

 評価性引当額の増減           1 .61  

 防衛特別法人税による影響  △0 .99  

 その他  △0 .26  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  25 .31  

 

（ ３ ） 「 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ７ 年 法 律 第 13 号 ） 」 が 令 和 ７ 年 ３
月 31 日 に 国 会 で 成 立 し た こ と に 伴 い 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 開 始 す る 事 業 年
度 よ り 、「 防 衛 特 別 法 人 税 」の 課 税 が お こ な わ れ る こ と と な り ま し た 。こ れ に 伴
い 、令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 に 開 始 す る 事 業 年 度 以 降 に 解 消 が 見 込 ま れ る 一 時 差 異 等 に
係 る 繰 延 税 金 資 産 お よ び 繰 延 税 金 負 債 の 計 算 に 使 用 す る 法 定 実 効 率 は 従 来 の
27.89％ か ら 28.60％ に 変 更 さ れ ま す が 、 そ の 影 響 は 軽 微 で す 。  

 

９．収益認識に関する注記  

「 重 要 な 会 計 方 針 に 係 る 事 項 に 関 す る 注 記（ ４ ）収 益 お よ び 費 用 の 計 上 基 準 」に 同

一 の 内 容 を 記 載 し て い る た め 、 注 記 を 省 略 し て い ま す 。  
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（単位：千円）

当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

3,378,038 148,350 169,370 3,357,018 

23,029,432 1,578,215 878,968 23,728,679 

5,715,000 180,000 - 5,895,000 

17,314,432 1,398,215 878,968 17,833,679 

信 用 事 業 基 盤 強 化 積 立 金 2,470,000 100,000 - 2,570,000 

施 設 整 備 積 立 金 2,300,000 200,000 - 2,500,000 

有 価 証 券 価 格 変 動 積 立 金 230,000 50,000 - 280,000 

災 害 等 対 策 積 立 金 500,000 - - 500,000 

農 業 支 援 積 立 金 800,000 200,000 - 1,000,000 

経 営 基 盤 強 化 積 立 金 500,000 - - 500,000 

特 別 積 立 金 9,180,000 50,000 - 9,230,000 

当 期 未 処 分 剰 余 金 1,334,432 798,215 878,968 1,253,679 

△71,484 △36,453 △34,066 △73,871 

26,335,986 1,690,112 1,014,272 27,011,826 合　　　 　計

令和６年度　貸借対照表等の附属明細書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

　１．組合員資本

種　　 　　類

出 資 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

処 分 未 済 持 分

12



２．固定資産
（単位：千円、％）

(171)

(1,104)

(1,275)

(1,275)

構 築 物

工具器具備品

小 計

有
　
形
　
固
　
定
　
資
　
産

1,691,908  1,687,026  

12,490,205 12,464,384 8,696,028  合　　    計 172,336    198,157    219,059    

-          45         266        45         

小 計 1,224      -          192        1,032      

12,488,980 12,463,351 172,336    197,965    218,867    

無
形
固
定
資
産

回 線 工 事 等 913        -          146        766        146        

商 標 権 311        

192        

100.00 

一括償却資産 1,567      603 1,105 1,064      1,105      

土 地 -          4,881 

車 両 運 搬 具 74,124     6,545 3,931 76,738     8,018      63,345     82.55 

94.59 

償却
累計率

建 物 7,192,480  42,099     59,100     7,175,479  107,430    5,501,747  76.67 

7,027 871,938    23,938     730,836    83.82 

機 械 装 置 2,132,549  91,610 34,021 2,190,137  62,951     89.59 

8,696,028  

種　　類
当期首
残　高

当　期
増加額

当　期
減少額

(減損損失)

当期末
残　高

当　期
償却額

減価償却
累計額

1,962,056  

504,966    6,796 87,897 423,865    9,240      400,942    

リ ー ス 資 産 37,100     -          -          37,100     6,183      37,100     

854,284    24,680 
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３．外部出資
（単位：千円）

当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

兵庫県信用農業協同組合連合会 20,678,310 -                  -                  20,678,310

兵庫県厚生農業協同組合連合会 6,390 -                  -                  6,390

全 国 農 業 協 同 組 合 連 合 会 292,900 -                  -                  292,900

全 国 共 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会 2,553,700 -                  -                  2,553,700

農 林 中 央 金 庫 10,100 -                  -                  10,100

小　　　　　　　　計 23,541,400 -                  -                  23,541,400

Ｊ Ａ 兵 庫 情 報 セ ン タ ー ㈱ 1,000 -                  -                  1,000

み き や ま ㈱ 500 -                  -                  500

㈱ エ フ エ ム 三 木 1,000 -                  -                  1,000

㈱ 加 西 北 条 都 市 開 発 12,000 -                  -                  12,000

㈱ 日 本 農 業 新 聞 100 -                  -                  100

㈱ 農 協 観 光 0 -                  -                  0

㈱ Ｊ Ａ 新 聞 連 500               -                  -                  500

㈱ 兵 庫 ネ ク ス ト フ ァ ー ム 2,000 -                  -                  2,000

兵 庫 県 農 業 信 用 基 金 協 会 345,150 4,720            -                  349,870

中 央 農 協 教 育 振 興 基 金 620 -                  -                  620

( 公 社 ) 兵 庫 県 畜 産 協 会 610 -                  -                  610

社 酒 販 協 同 組 合 10 -                  -                  10

363,490 4,720            -                  368,210

㈱ 兵 庫 み ら い サ ー ビ ス 20,000 -                  -                  20,000

㈱ 兵 庫 み ら い ア グ リ サ ポ ー ト 30,000 -                  -                  30,000

50,000 -                  -                  50,000

23,954,890 4,720            -                  23,959,610　 合   　　　　     計

子
会
社
等
出
資

株
式

小　　　　　　　計

出　　　資　　　先

系
　
統
　
出
　
資

系
　
統
　
外
　
出
　
資

株
　
　
式

そ
　
の
　
他

小　　　　　　　計
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(単位：千円）

目的使用 その他

313,734 269,287 -                 313,734 269,287 

135,966 108,487 -                 135,966 108,487 

うち信用事業 122,637 95,986 -                 122,637 95,986 

うち購買事業 13,328 12,500 -                 13,328 12,500 

177,768 160,799 -                 177,768 160,799 

うち信用事業 172,335 159,592 -                 172,335 159,592 

うち購買事業 5,432 1,207 -                 5,432 1,207 

183,940 187,642 183,940 -                 187,642 

1,272,804 4,923 16,658 -                 1,261,069 

64,589 9,178 51,266 -                 22,501 

208,363 -                 24,730 9,238 174,394 

2,043,431 471,031 276,595 322,972 1,914,894 

（注）

特例業務負担金引当金の目的使用以外の当期減少額は、当期末職員数の減少により将来見込額が
減少したことによるものです。

当期末残高

４．引当金等

種　　　　　類 当期首残高 当期増加額
当期減少額

 合　　　　   計　

貸 倒 引 当 金

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

特例業務負担金引当金

貸倒引当金の目的使用以外の当期減少額は、洗替処理によるものです。
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５．子会社との取引並びに子会社に対する債権および債務

（１）子会社との取引
（単位：千円）

会社名 取引内容

信 用 事 業

購 買 事 業

そ の 他

小　　計

信 用 事 業

共 済 事 業

購 買 事 業

販 売 事 業

利 用 事 業

受託農作業事業

そ の 他

小　　計

（２）子会社に対する債権および債務
（単位：千円）

取 引 内 容

購 買 未 収 金 － － － － － － 

普 通 貯 金 － － － 25,261 22,503 △2,758 

定 期 貯 金 － － － 210,379 250,383 40,003 

未 払 利 息 － － － 1 44 42 

小　　計 － － － 235,643 272,930 37,287 

購 買 未 収 金 162 561 399 － － － 

未 払 金 － － － － 534 534 

普 通 貯 金 － － － 25,491 32,248 6,757 

定 期 貯 金 － － － 15,000 15,000 － 

未 払 利 息 － － － 0 1 1 

小　　計 162 561 399 40,491 47,784 7,292 

162 561 399 276,134 320,714 44,580 

㈱兵庫みらい
　　サービス

㈱兵庫みらい
　アグリサポート

合　　　　計 32,208 13,849 

会社名

債　　　　権 債　　　　務

当期首
残高

当期末
残高

当期
増減額

当期首
残高

当期末
残高

当期
増減額

8,863 － 購買代金

2,907 9,232 土地・建物賃貸等

1,814 4,475 受託農作業関連

1,170 

2,756 

－ 

－ 

販売手数料

苗販売代金

4 貯金利息

49 － 自賠責・自動車共済

収益総額 費用総額 摘要

－ 51 貯金利息

14,645 136 

㈱兵庫みらい
　　サービス

354 85 葬祭関連

14,290 － 建物賃貸等

㈱兵庫みらい
　アグリサポート

－ 

17,562 13,712 

合　　　　計
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(単位：千円）

科 目 金　　　　額

89,443 

1,767,192 

187,642 

388,380 

4,923 

53,809 

△51,266 

9,178 

2,261,660 

7,296 

1,839 

3,279 

23,223 

16,802 

6,617 

85,839 

4,014 

148,913 

86,096 

10,917 

63,240 

160,254 

219,059 

56,252 

13,265 

43,800 

78,149 

7,329 

16,671 

43,799 

89 

478,416 

そ　の　他　管　理　費 3,949 

合　　　　　　　　計 3,053,194 

諸税負担金

施　　設　　費

租 税 公 課

支 払 賦 課 金

分 担 金

小　　　　　　計

小　　　　　　計

減 価 償 却 費

保 守 修 繕 費

保 険 料

水 道 光 熱 費

賃 借 料

消 耗 備 品 費

車 両 費

施 設 管 理 費

そ の 他 施 設 費

業　　務　　費

会 議 費

接 待 交 際 費

宣 伝 広 告 費

通 信 費

印 刷 ・ 消 耗 品 費

図 書 ・ 研 修 費

事 務 委 託 費

旅 費

小　　　　　　　計

人　　件　　費

役 員 退 職 慰 労 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 戻 入 益

６．事業管理費の内訳

内 訳 科 目

役 員 報 酬

給 料 手 当

う ち 賞 与 引 当 金 繰 入 額

福 利 厚 生 費

退 職 給 付 費 用

小　　　　　　計

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額
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